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（趣旨） 

第１条 この基準は、藤沢市地縁団体による防犯カメラ設置等事業補助金及び商店

街共同施設設置事業補助金（以下「補助金」という。）によって設置された防犯

カメラの運用について、必要な事項を定める。 

２ 補助金によって防犯カメラを設置するもの（以下「補助団体」という。）は、

当該地域における公衆の安全確保と犯罪の未然防止を目的とし、その設置目的を

適正かつ効果的に達成するように努めるとともに、自己の映像を録画された者

（以下「市民等」という。）の権利保護を図らなければならない。 

 

（用語） 

第２条 この基準において使用する用語の意義は、藤沢市地縁団体による防犯カメ

ラ設置等事業実施要綱及び藤沢市商店街経営基盤支援事業等補助金交付要綱で使

用する用語の例による。 

 

（防犯カメラ管理責任者等の責務） 

第３条 補助団体は、防犯カメラの適正な設置、運用及び維持管理を図るため、防

犯カメラ管理責任者（以下「管理責任者」という。）を定めなければならない。 

２ 補助団体は、前項の管理責任者を補佐するために、防犯カメラ管理取扱者（以

下「管理取扱者」という。）を定めなければならない。 

３ 補助団体は、管理責任者及び管理取扱者を市長に届け出なければならない。 

４ 管理責任者は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下

「法」という。）を遵守して、個人情報を適正に取り扱わなければならない。 

 

（防犯カメラ設置等に係る措置） 

第４条 管理責任者は、防犯カメラを設置するに際して、次の措置を講じなければ

ならない。 

（１）市民等の権利保護を図るために、防犯カメラの撮影対象区域は道路等の公共

空間とし、特定の個人及び建物等を監視することがないよう配慮すること。 

（２）防犯カメラ撮影対象区域の見やすい場所に、防犯カメラを設置している旨及

び補助団体名並びに連絡先を表示すること。 
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（３）画像表示機器及び録画機材の設置場所については、管理責任者等の許可を得

た者以外の立ち入りを禁止する等の措置を講じること。また、録画機材を防犯

カメラと一体的または同一箇所に設置する場合は、施錠等により防護措置を講

じた設備で管理すること。 

（４）防犯カメラの設置場所、撮影対象区域等を変更したとき又は防犯カメラを廃

止したときは、速やかに市長に届け出なければならない。 

（５）防犯カメラによって撮影された映像の不必要なモニターは行わないこと。 

（６）善良な管理者の注意をもって、防犯カメラの維持管理に努めること。 

 

（画像等の保管等） 

第５条 管理責任者は、防犯カメラによって録画した映像（以下「画像」という。）

及び画像を収録した記録媒体（以下「記録媒体」という。）について、次の措置

を講じなければならない。 

（１）画像を撮影時のままで保管すること。 

（２）画像及び記録媒体（以下「画像等」という。）の保管期間は１４日以内とし、

当該期間経過後は速やかに画像の消去又は記録媒体の破砕等の処理を行うとと

もに、その経過を記録しておくこと。 

（３）記録媒体は、施錠等により防護された場所または設備に保管すること。 

（４）画像等を呼び出して画像表示機器に再生するときは、管理責任者又は管理責

任者から許可を受けた者が行い、かつ管理責任者が指定した場所で行うこと。 

（５）画像等を画像表示機器及び録画機材を設置した場所以外へ持ち出すことは、

保守点検等の理由により管理責任者が当該設置した場所以外へ持ち出すことを

許可した場合を除き、禁止すること。 

（６）前各号に掲げるもののほか、画像等の不正利用、外部流出、改ざん等を防止

するために必要な措置を執ること。 

 

（画像等の目的外利用及び提供の制限） 

第６条 補助団体は、法の規定による場合を除き、画像等を目的外に利用又は提供

（以下「利用等」という。）をしてはならない。 

２ 補助団体は、画像等を目的外に利用等をしたときは、次の各号に掲げる事項を

記録し、利用等を行った日から３年間保存しておかなければならない。 

（１）利用等の日時 
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（２）利用等の目的 

（３）利用し又は提供される者 

（４）利用等をする画像の範囲 

 

（開示請求） 

第７条 本人は、補助団体に対し、当該本人が識別される画像の電磁的記録の提供

による方法、書面の交付による方法その他当該補助団体の定める方法による開示

を請求することができる。 

２ 補助団体は、前項の規定による請求を受けた場合、本人に対し、法第３３条第

２項各号に該当する場合を除き、同項の規定により当該本人が請求した方法によ

り遅滞なく、当該画像を開示しなければならない。 

３ 補助団体は、第１項の規定による請求に係る画像の全部若しくは一部について

開示しない旨の決定をしたとき、画像が存在しないとき、又は同項の規定により

本人が請求した方法による開示が困難であるときは、本人に対し、遅滞なく、そ

の旨を通知しなければならない。 

４ 記録された画像の開示は、管理責任者又は管理責任者から許可を受けた者の立

会のもとに行うものとする。 

５ 前条第２項の規定は、第２項による開示及び第３項による一部の開示を行う場

合において準用する。 

 

（苦情処理） 

第８条 管理責任者は、市民等から防犯カメラの設置、運用等に関する苦情を受け

たときは、速やかに対応し、適切な措置を執らなければならない。 

 

（指導及び勧告） 

第９条 市長は、管理責任者がこの基準の趣旨に反する行為をしていると認める場

合は、報告を求め、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置

を執るべき旨を勧告することができる。 

 

附 則 

この基準は、平成１６年９月１日から適用する。 

 



防犯カメラ運用基準 

４ 

附 則 

この基準は、平成２４年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この基準は、令和３年４月１日から適用する。 

 

附 則 

この基準は、令和５年４月１日から適用する。 


